
令和７年４月１日現在

4 分団

0 分団

0 隊

1 部

0 班

275 人

240 人

240 人

0 人

78 人

162 人

0 人

6 人

55 人

6 人

49 人

18 人

15 人

4 人

157 人

4 台

0 台

19 台

7 台

22 台

年額 36,500 円

年額 36,500 円

8,000 円

8,000 円

※１：「消防団の組織概要等の調査」による。

※３：詳しくは、各市町村等のホームページ等を参照。

※２：「年額報酬」「出動報酬」の額は、令和７年４月１日現在の条例で定める額。
 　　　「出動報酬」については、日額で定めがある場合は最大額を記載。一方、日額で定めていない場合は８時間の出動に換算した額を記載。
　　　定めがない場合又は年額支給の場合には「ｰ」と記載。

年
額
報
酬

報酬額（階級：団員）

（参考）交付税単価（階級：団員）

出
動
報
酬

火災

風水害等の災害

特殊法人等公務員に準ずる職員

農協職員

郵政職員

その他

ポ
ン
プ

普通消防ポンプ自動車

水槽付消防ポンプ自動車

小
型
動
力

ポ
ン
プ

小型動力ポンプ付積載車

小型動力ポンプ（車両に積載していないもの）

手引き動力ポンプ

団
員
数

条例定数 　設楽町消防団では、操法大会を中止し、より実践的な山間部での高低差を考慮した
中継訓練を実施しています。
　参加している団員からは、操法大会では選手など一部の団員しか機材の取扱いな
ど参加することができませんが、中継送水訓練では自然水利からの吸水、複数のポ
ンプ稼働、高低差、ホース本数から減圧を考慮した送水圧の設定など、多くの事を学
ぶことができかつ、実際の火災現場などで役に立つ訓練であると好評を得ています。

　また、人口の減少により消防団員の確保が急務になっていることから、新たな機能
別分団（準分団）を配備するため、令和６年度より準基本団員の募集を開始しました。

実員数

男性団員数

女性団員数

基本団員数

大規模災害団員数

その他の機能別団員数

職
業
構
成
別
団
員
数

国家公務員

地方公務員

都道府県職員

市区町村等職員

消防団名 設楽町消防団 メールアドレス somu@town.shitara.lg.jp

組
織

分団数 ホームページURL

うち機能別分団数
SNSアカウント

方面隊数

部数 消防団活動事例・
PR等班数

0536-62-1675

消　防　団　の　組　織　概　要

都道府県名 愛知県
所在地

〒441-2301　

市町村名 設楽町 愛知県北設楽郡設楽町田口字辻前14

消防団事務所管 設楽町役場　総務課 電話番号（直通） 0536-62-0511 FAX


